
モニタリング部会委員について

品川区介護保険制度推進委員会モニタリング等調査部会委員

・品川区介護保険制度推進委員会委員

・品川区介護保険制度推進委員会委員（公募委員）

・品川区消費者センター相談員（予定）

・民生委員（予定）

品川区介護保険制度の
円滑・公正な運営に向けて

介護保険制度推進委員会 （H12.7～）

○介護保険事業の運営状況の確認
○サービス実施状況の報告
○制度運営に関する検討、審議

地域包括支援センター

運営協議会  （H18.4～）

○地域包括支援センターの設置、

運営に関する協議機関

モニタリング等調査部会 （H22.9～）

○苦情等のケース分析、対応状況の確認等

○福祉サービスの質の向上に向けた

 評価・向上のしくみづくり
（介護サービス、障害者福祉サービスを

一体的に検討）

＝構成＝

 学識経験者、被保険者、事業者

２０名 任期：３年

＝構成＝
 制度推進委員会委員、区長が指定する者

 ４名 任期：３年

地域密着型サービス
運営委員会 （H18.4～）

地域密着型サービスの

 ○事業者指定

 ○指定基準、介護報酬の設定

 ○サービスの質の向上に関する

 各種協議

＝構成＝

 学識経験者、被保険者、

 サービス利用者、事業者

５名  任期：２年

サービス基盤の整備に向けて
（報告）

介護保険事業計画全体の一貫性と

効率化を図るため、介護保険制度推進

委員会と兼ねることとした。

委員会組織と運営について

資料２ 


